
協会けんぽ ご加入の被扶養者の皆様へ 

 

詳しくは、協会けんぽ北海道支部のホームページをご覧ください 

 

こちらの QR コードから簡単にお申込みいただけます。 → 

※受診に際し、特定健診受診券を必ずご持参ください。 

 紛失等による再発行は、協会けんぽに申請が必要になります。 

既に 4 月以降、受診券を使用している場合は、受診いただけません。 


